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お
　
知
　
ら
　
せ

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
の
軽
自
動
車
な
ど
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃
車
を
し

た
り
、
他
人
に
譲
っ
た
り
し
た
場

合
は
、
軽
自
動
車
税
廃
車
申
告
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

�

特
に
、
今
春
卒
業
す
る
学
生
が

使
用
し
て
い
る
バ
イ
ク
な
ど
の
売

買
に
よ
る
廃
車
・
名
義
変
更
の
手

続
き
は
早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

�

ま
た
、
農
作
業
用
と
し
て
使
用

し
て
い
る
コ
ン
バ
イ
ン
及
び
ト
ラ

ク
タ
は
、
「
小
型
特
殊
自
動
車
」

に
該
当
し
ま
す
の
で
、
町
の
標
識

（
薄
緑
色
ナ
ン
バ
ー
）
を
取
り
付

け
て
い
な
い
人
は
３
月
３１
日
ま
で

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
町
民
税
係

　
　
　
１
１
１
１
内
線
２
１
１
１
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◆
軽
自
動
車
税
の
課
税

◆
地
域
創
業
助
成
金

今月の納税
国民健康保険税 第６期

介護保険料税 第６期

納期限　２月２８日

※納税は便利で確実な口座振替
制度をご利用ください。

　
地
域
に
貢
献
す
る
事
業
（
サ
ー

ビ
ス
分
野
又
は
地
域
重
点
分
野
）

を
創
業
す
る
方
に
対
し
助
成
金
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
今
回
新
た
に
地

域
重
点
分
野
と
し
て

①
農
業
　
②
総
合
工
事
業

③
飲
食
料
品
小
売
業

の
３
分
野
が
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

�

こ
の
事
業
は
、
新
た
に
創
業
を

行
う
事
業
者
が
２
人
以
上
（
う
ち

１
人
は
非
自
発
的
離
職
者
）
を
雇

用
し
た
場
合
に
、
創
業
及
び
雇
い

入
れ
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
助
成

が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
制
度
で
す
。

　
助
成
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
要

件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
左
記
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ
先

・
鹿
児
島
県
雇
用
開
発
協
会

　
　
０
９
９-

２
１
９-

２
０
０
０

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宮
之
城

　
　
　
０
１
５
３

◆
戦
没
者
等
の
妻
へ

　
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別

給
付
金
の
請
求
は
お
済
み
で
す
か
。

○
平
成
１５
年
４
月
１
日
現
在
、
次

の
年
金
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る

戦
没
者
な
ど
の
妻
に
特
別
給
付
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
、

　
特
例
扶
助
料

・
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

　
法
に
よ
る
遺
族
年
金
・
遺
族
給

　
与
金
（
公
務
傷
病
又
は
勤
務
関

　
連
傷
病
に
よ
る
死
亡
を
支
給
事

　
由
と
す
る
も
の
）
な
ど

○
請
求
期
限

　
平
成
１８
年
３
月
３１
日

　
こ
の
日
を
過
ぎ
る
と
、
時
効
に

よ
り
消
滅
し
、
特
別
給
付
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

請
求
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
早
め
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
受
付
窓
口

・
本
庁
福
祉
係

・
各
総
合
支
所
福
祉
介
護
係

※
請
求
書
な
ど
の
用
紙
は
役
場
に

　
備
え
て
あ
り
ま
す
が
他
に
戸
籍

　
抄
本
な
ど
も
必
要
な
場
合
も
あ

　
り
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
介
護
課
福
祉
係

　
　
　
１
１
１
１
内
線
２
１
３
３

◆
犬
の
放
し
飼
い
禁
止

　
放
し
飼
い
や
捨
て
犬
に
よ
り
、

農
畜
産
物
に
被
害
を
及
ぼ
し
た
り
、

子
ど
も
や
高
齢
者
に
恐
怖
心
を
与

え
た
り
、
交
通
事
故
発
生
の
お
そ

れ
な
ど
社
会
的
に
問
題
が
発
生
し

て
い
ま
す
。

　
県
の
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
に
よ
り
、
放
し
飼
い

並
び
に
引
き
綱
（
リ
ー
ド
）
な
し

で
の
散
歩
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
犬
を
捨
て
る
と
30
万
円

以
下
の
罰
金
と
な
り
ま
す
。
ど
う

し
て
も
飼
え
な
く
な
っ
た
犬
は
保

健
所
で
引
き
取
り
ま
す
。

　
な
お
、
引
き
取
り
を
依
頼
す
る

場
合
は
事
前
に
連
絡
を
し
て
、
な

る
べ
く
水
曜
日
か
木
曜
日
に
直
接

畜
犬
管
理
セ
ン
タ
ー
へ
持
ち
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

○
連
絡
先

　
宮
之
城
畜
犬
管
理
セ
ン
タ
ー
　

　
　
　
３
１
７
４

◆
交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
、
　
　

　
　
　
　
　
す
ぐ
に
届
け
出
を
！

　
最
近
、
交
通
事
故
が
多
発
し
て

い
ま
す
。
国
保
・
老
保
の
被
保
険

者
の
方
が
、
交
通
事
故
な
ど
に
よ

り
治
療
を
受
け
ら
れ
た
場
合
、
か

か
っ
た
治
療
費
は
過
失
割
合
に
応

じ
て
加
害
者
に
負
担
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ

ず
に
「
保
険
係
」
へ
の
届
け
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
交
通
事
故
証
明
書
（
後
日
可
）

・
印
鑑

○
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
増
進
課
保
険
係

　
　
　
１
１
１
１
内
線
２
１
４
１

　
安
心
・
安
全
な
作
物
生
産
の
第

一
歩
は
健
康
な
土
づ
く
り
で
す
。

家
畜
ふ
ん
堆
肥
は
有
用
な
地
域
資

源
で
あ
る
と
と
も
に
、
適
正
な
施

用
に
よ
り
、
土
の
物
理
的
・
化
学

的
性
質
の
改
善
な
ど
の
効
果
が
期

待
で
き
ま
す
。
良
質
な
家
畜
ふ
ん

堆
肥
を
使
っ
て
健
康
な
土
づ
く
り

を
目
指
し
ま
し
ょ
う
！

○
問
い
合
わ
せ
先
　
　
　
　
　
　

　
川
薩
農
林
事
務
所
農
政
課

　
　
　
４
５
０
２

◆
２
月
は
土
づ
く
り
推
進
月
間

　
～
良
質
な
堆
肥
で

　
　
　
　
健
康
な
土
づ
く
り
を
～
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